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○日本育英会事務所管理規程施行細則 

昭和43年５月15日 

達第527号 

改正 平成４年３月９日達第860号 

（総則） 

第１条 この細則は，日本育英会事務所管理規程第22条の規定にもとづき，日本育英

会の本部および支所の事務所の管理に必要な事項を定める。 

（事務室等の開閉錠） 

第２条 各事務室および会議室等の開閉錠は，日曜日および休日を除き，開錠は８時

に，閉錠は清掃終了後に，それぞれ守衛が行なう。 

２ 前項の開錠時刻は，必要により変更することができる。 

（門の開閉） 

第３条 玄関，通用口および通用門（以下「門」という。）の開閉は，この細則また

は管理者等の指示により守衛が行なう。 

（門の開門時間） 

第４条 開門時間は，日曜日および休日を除き，次に掲げるところにより行なう。 

  平日 土曜日 

玄関 8時～18時 8時～13時 

1階通用口 7時～22時 7時～22時 

2階通用口 8時～18時 8時～13時 

通用門 8時～9時，12時～13時，17時～18時 8時～9時，12時～13時 

２ 前項の開門時間は，必要により変更することができる。 

（閉門後の退出） 

第５条 閉門後の退出は，すべて１階通用口からとする。 

２ 21時以降の退出者は，守衛室備え付けの帳簿に所定の事項を記入しなければなら

ない。 

（事務所の業務外使用） 

第６条 事務所を業務以外の目的で使用する者は，あらかじめ事務所使用許可申請書

（別記様式第１号）を管理者に提出して，許可を受けなければならない。 

２ 管理者は，前項の申請者に対し許可を与えたときは，事務所使用許可書（別記様

式第２号）を交付する。 

（物品の販売等） 

第７条 物品の販売，宣伝，勧誘または寄付の募集その他これに類する行為をする者

は，あらかじめ物品販売等許可申請書（別記様式第３号）を管理者に提出して，許

可を受けなければならない。 

２ 管理者は，前項の申請者に対し許可を与えたときは，物品販売等許可書（別記様

式第４号）を交付する。 

（許可の基準） 
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第８条 管理者は，前２条の規定により申請のあつた場合，事務所の業務外使用また

は物品の販売等の行為が，事務所の管理上もしくは業務遂行上支障がない場合に限

り，許可できるものとする。 

（掲示） 

第９条 管理者は，掲示物の提示を受けた場合，その寸法，内容等を審査し，適当と

認めて許可したときは，当該掲示物に許可したことを証する旨の表示を行なう。 

（訪問者受付簿の記入） 

第10条 管理者は，事務所に立ち入ろうとする者に対し，必要と認める場合は訪問者

受付簿に所定事項を記入させる。 

（事務所の業務外使用時間） 

第11条 事務所を業務以外の目的で使用できる時間は21時までとする。 

（宿泊） 

第12条 管理者は，守衛および宿直勤務以外の者を事務所に宿泊させてはならない。

ただし，業務上必要があるとみとめられるときは宿泊させることができる。 

（熱器具の使用） 

第13条 事務所においてストーブ，電熱器等の熱器具を使用する者は，あらかじめ熱

器具使用許可申請書（別記様式第５号）を管理者に提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 管理者は，前項の申請者に対し，許可を与えたときは，熱器具使用許可書（別記

様式第６号）を交付する。 

（事務所の点消灯） 

第14条 各事務室および会議室等の点消灯は，電力節約に留意して，次表の区分によ

り行なう。 

  点灯 消灯 

事務室 各課の職員が行なう。 各課の職員のうち，最後に退室する

者が行なう。 

会議室等 使用責任者が行なう。 同左 

２ 共用場所の照明，残置灯，外灯の点消灯は，管理者の指示にもとづき，守衛が行

なう。 

（冷暖房期間） 

第15条 事務所を冷暖房する期間は次に掲げるところによる。 

冷房期間 ６月15日から９月15日まで 

暖房期間 12月１日から３月31日まで 

２ 前項の期間は，都合により変更することができる。 

（浴場の使用） 

第16条 事務所の浴場を使用することのできる者は，次の各号の一に該当するものと

する。 

(1) 守衛および宿直勤務者 
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(2) 業務上管理者が許可した者 

(3) 前２号に掲げる者のほか管理者が特に許可した者 

（名古屋支所ならびに大阪支所における適用） 

第17条 名古屋支所ならびに大阪支所にあつては，この細則のうち，実施し難いもの

があるときは，それぞれ支所長が規定の趣旨に則り，これを省略または変更するこ

とができる。 

附 則 

この細則は，昭和43年５月15日から施行する。 

附 則（平成４年３月９日達第860号） 

この規程は，平成４年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号 

別記様式第２号 

別記様式第３号 

別記様式第４号 

別記様式第５号 

別記様式第６号 

 


